
再生利用者に経費の一部を助成
放棄地再生利用交付金

県・町では、45歳未満で農業を始めようとする方を応援します！　青年就農給付金
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　農地の耕作放棄は、病害虫の発生源や
ごみの不法投棄、有害鳥獣のすみかにな
るなど、地域の環境に悪影響を与えてい
ます。
　国や県では、耕作放棄地を所有者に代
わり再生利用する方を対象に、一定の条
件を満たした場合、再生作業の経費の一
部を助成しています。

主な要件
・ 農業委員会の農地調査で耕作放棄地と
された農地
・ 10a当たり10万円以上の再生経費を要
する作業
・ 再生後、5年以上の耕作をすること
助成内容
・再生作業・土づくり
　10a当たり　75,000円（上限）

◆問い合わせ
　産業振興課振興班　☎84－1215

●就農前に研修する方へ　青年就農給付金（準備型） 
　 県立農業大学校や県が指定する先進農家・先進農業法人等で1年以上
研修を受け、給付の要件を満たす方が対象です。
　給付額　年間150万円（最長2年間）

◆問い合わせ　山武農業事務所企画振興課　☎0475－54－1122

●ご自身で農業を開始する方へ　青年就農給付金（経営開始型）
　新規に農業を始めてから経営が安定するまでの方で、次の要件を全て満たす方が対象です。
　①独立・自営就農時の年齢が、45歳未満であり農業経営者となることに強い意欲があること
　②独立・自営就農であること　
　・農地の所有権、または利用権を給付対象者が有していること
　・機械、施設を所有、または借りていること
　・生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること
　・農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳と帳簿で管理すること
　③独立・自営就農5年後には、農業で生計が成り立つことが実現できる青年等就農計画であること
　④ 町が作成する「経営再開マスタープラン」に位置付けられていること、または農地中間管理機構か
ら農地を借り受けること

　⑤ 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給がないこと、また「農の雇用事業」による
助成を受けたことがある農業法人等でないこと

　給付額　年間最大150万円（最長5年間）　※前年の所得に応じて給付金額が変動します。

◆問い合わせ　産業振興課農政班　☎84－1215
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